
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

規

則

○
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

労
政
・
能
力

開

発

課)

…

�

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定

青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課

…

�

○
公
共
測
量
の
実
施

(

監

理

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

経
営
支
援
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

中
南
地
域

県

民

局)
…

�

公
安
委
員
会

○
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う
者
の
認
定
の
取
消
し

(

運
転
免
許
課)

…

�

収
用
委
員
会

○
公
示
送
達

(

監

理

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

正

誤

○
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
定
例
公
告
中

(

警
察
本
部

会

計

課)

…

�

規

則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中

｢

小
学
校
及
び
幼
稚
園｣

を

｢

幼
稚
園
及
び
小
学
校｣

に
、

｢

第
八
十

二
条
の
二｣

を

｢

第
百
二
十
四
条｣

に
改
め
、

｢
(

職
業
能
力
開
発
促
進
法
及
び
雇
用
促
進
事
業
団

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
九
年
法
律
第
四
十
五
号)

に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
大
学
校
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、
同
項
第
十
号
中｢

五
年｣

を｢

十
年｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中

｢

応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る｣

を

｢

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

、
通
校
等
の
た
め
利
用
で
き
る
交
通
機
関
の
な
い
も
の
又
は
自
動
車
等

を
使
用
し
な
い
で
交
通
機
関
を
利
用
し
て
通
校
等
を
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の

住
所
若
し
く
は
居
所
か
ら
そ
の
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
交
通
機
関
の
最
寄
り
の
駅

(

停
留
所
等
を
含

む
。)

ま
で
の
距
離
が
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
利
用
す
る
こ
と
と
な
る

交
通
機
関
の
運
行
回
数
が
一
日
十
往
復
以
下
で
あ
る
も
の
の
う
ち｣

を
削
り
、｢

八
千
十
円｣

を｢

、

八
千
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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示
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二
千
九
百
四
十
一
号



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
防
衛
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

移
転
措
置
事
業)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
年
五
月
八
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
地
区

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
防
衛
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

国
有
財
産
台
帳
図
面
作
成)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
年
六
月
三
日
か
ら
同
年
八
月
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
地
域

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

青 森 県 報平成20年６月４日 水曜日 第2941号 2

指
定
番
号

種
別

名

称

�
�
�
�
�

�
�

�
	

該
当
条
項

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク

[

微
熱]

六
月
号

〇
九
六
六
三
―
〇
六

セ
ブ
ン
新
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

月
刊
裏
モ
ノ
ジ
ャ
パ
ン

六
月
号

〇
一
八
〇
五
―
六

鉄
人
社

�����

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
ダ
ッ
シ
ュ

V
O
L.
5

〇
一
四
八
二
―
〇
五

晋
遊
舎

�����

B
O
Y
'S

ピ
ア
ス

五
月
号
増
刊

〇
八
一
七
八
―
〇
五

マ
ガ
ジ
ン
・
マ

ガ
ジ
ン



( )

三
沢
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
沢
市
松
園
町
三
丁
目
一
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

国
際
興
業
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
一
〇
の
三

代
表
取
締
役
社
長

小
佐
野
�
正

代
表
取
締
役
副
社
長

河
井
一
彦

２

協
同
組
合
三
沢
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
沢
市
松
園
町
三
丁
目
一
〇
の
一

代
表
理
事

苫
米
地
強

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
十
字
屋

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
三
の
二
四

代
表
取
締
役

昆

信
嗣

外
十
七
者

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
九
日

六

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
年
六
月
四
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

七

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
年
十
月
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
田
村
商
事
運
輸

二

代
表
者
の
氏
名

田
村

幸
靖

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
葛
原
字
大
柳
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
一
七
一
〇
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
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区

分

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

来
客
が
駐

車
場
を
利

用
す
る
こ

と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
八
時
三
十
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
九
時
三
十
分
ま
で

平
成

��・

�・
	�



( )

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
五
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う
株
式
会
社
五
所
川
原
中
央
自
動
車
学
校
の
認
定
を
取
消
し
た
の

で
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

八

右

衛

門

一

取
消
し
た
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
一
号
第
四
号
に
掲
げ
る
課
程

二

取
消
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
年
五
月
九
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

別
表

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
年
五
月
九
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

青 森 県 報平成20年６月４日 水曜日 第2941号 4

氏
名

住
所

備
考

山
端
酉
松

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
本
籍
地

青
森
県
十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
牛
鍵
105番

地



( )

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

別
表

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
年
五
月
九
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

別
表

正

誤

青 森 県 報平成20年６月４日 水曜日 第2941号5

氏
名

住
所

備
考

阿
部
忠
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
16年
９
月

８
日
職
権
消
除
)

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
笊
田
川
久
保
２
番
地

氏
名

住
所

備
考

不
明
た
だ
し
､
楢
舘
武
雄

の
相
続
人

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
本
籍
地

青
森
県
上
北
郡
上
北
町
大
字
新
�
字
赤
平
21番
地

大
下
内
清
見

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
上
川
井
町
178番

地
ハ
イ

ツ
コ
ス
モ
ス
202号

仁
和
義
定

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
11年
３
月

30日
職
権
消
除
)

青
森
県
十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
62番
地

１



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成20年６月４日 水曜日 第2941号 6

平
成
��

･

�･

��

第
二
九
三
三
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

公

告

目

次

区

分

三 三 三 三 三 三 三 三 三 一

ペ
ー
ジ

下 下 下 下 下 下 下 下 上 上 段

二
三

二
二

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
五 二

後
ろ
か

ら

一 十
行

契
約
の
相
手
方

契
約
の
相
手
方

契
約
金
額

青
森
市
長
島
二
丁
目
三
の
一

富
士
通
株
式
会
社
青
森
支
店

契
約
の
相
手
方

契
約
の
相
手
方

契
約
の
相
手
方

契
約
の
相
手
方

契
約
の
相
手
方

誤

落
札
者

落
札
者

落
札
金
額

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁

目
一
の
一

富
士
通
株
式
会
社

落
札
者

落
札
者

落
札
者

落
札
者

落
札
者

正

警
察
本
部
会
計
課


